
様式４（第３関係）

１　事業概要

（市町村名）

事業の実施経過

公共事業評価の実施時期

事業期間（事業着手～事業完了）

総事業費

計画変更の実施時期

事業期間（事業着手～事業完了）

総事業費

－ －

公共事業事後評価調書
（１／３）

整理番号 Ｈ24 －

事業名 国道改築事業 管理主体 青森県

県単独

3

事業種別 道路事業 事業主体 青森県

国庫補助 ○ 交付金 ○箇所名等 国道101号追良瀬バイパス 事業方法 ●

事業の背景・
必要性

・地域の経済活動を支える幹線道路であり唯一の生活道路ともなっていることから、地域の活性化、民生安定上必要な
事業である。
・緊急輸送道路ネットワーク計画における第２次緊急輸送道路として位置づけられている。
・市町村合併を支援する「市町村合併支援道路整備計画」に位置づけられている。
・白神山地等への観光振興支援の視点からも当該路線の整備が求められている。

主な事業内容
（事業量）

　全体延長　L=2,400ｍ
　道路幅員　W=6.5（12.0）ｍ

再評価時（平成12年） 再評価時（平成17年）
事後評価時（平成24年）

〔最終実績〕

想定した事業
効果

《金銭価値化が可能な効果》

バイパス整備による以下の効果
①走行時間短縮　②走行経費減少　③交通事故減少 　④冬期間の走行速度向上
⑤大型車すれ違い困難区間の解消

《工事着手》 平成５年度

（深浦町） 財源・負担区分 ●国 55 ％  ●県45％　 ○市町村  　％　 ○その他　　％

平成１９年度

H3 ～ H17 H3 ～ H17 ～ H18 H3

事前評価時（　　　年）
〔当初計画時〕

《その他の効果》

①走行快適性の向上　②歩行者の安全確保　③救急医療への貢献　④地元産業への貢献

～～

《事業着手》 平成３年度 《用地着手》 平成３年度 《事業完了》

～

3,031 百万円 3,031 百万円 3,808 百万円3,750 百万円

第　回計画変更（　　年）

H19H3

H3 ～ H18

3,031 百万円

H19

第　回計画変更（　　年）

H3 ～

第１回計画変更（平成15年） 第２回計画変更（平成18年）

百万円3,788 百万円 百万円

０１７

特記事項

・平成12年度と平成17年度に再評価（長期継続による）を実施。結果は次のとおり。
　対応方針→継続
　個別附帯意見→平成12年度有
(西津軽地域唯一の幹線道路として、生活・経済・観光面からも重要な路線であり、また、緊急輸送道
路として、危険箇所の解消の観点からも、早急の整備が必要）
・計画変更の理由
　工法変更（施工数量の変更含）による事業費の見直し

《事業概要図》

《事業概要図》
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《参考（費用便益比）》

総費用（C) 百万円 百万円 百万円 百万円

総便益（B) 百万円 百万円 百万円 百万円

費用便益比（B/C）

《特記事項》

《「環境影響への配慮」の効果発現状況（特に留意した配慮内容がある場合）》

《その他の環境の変化》

・事業目的以外の効果に関するアンケート結果からは「運転にゆとりと安心ができた」、「誇りとする景観ができた」といっ
た回答があった。

事業実施による
環境の変化

・埋蔵文化財包蔵地に近接したため試掘調査を実施。試掘調査の結果、本調査の必要なしとの結論を得た。
・工事による地表面の改善は、在来種による緑化により復元された。
・工事の際に低騒音並びに低排出ガス等自然環境へ配慮した建設機械の使用に努めた。
・大規模の切土掘削及び、盛土法面施工時には、降雨により土砂が流出しないよう（河川や海岸部の汚濁防止のた
め）、ビニールシート等で防護した。

・【環境の変化】に関するアンケート結果では、「環境の状況が良くなった」、「やや良くなった」をあわせた回答が４割であ
る。具体的な理由としては「騒音・振動の軽減」、「景観向上」などがあげられている。（別紙：ｸﾞﾗﾌ-10）

事業により整備
された施設の管
理状況

・供用開始から５年経過した現在においても、交通の支障となるような道路管理上の問題は特に発生していないため、
適切な維持管理状況下にあるものと判断できる。
・また、【管理状況】に関するアンケート結果では、回答者の７割が「管理状況は適切である」と回答している。（別紙：ｸﾞ
ﾗﾌ-9）

― 1.31 1.49 2.35

事業効果の発現
状況

《金銭価値化が可能な効果》

再評価時（平成12年）

3,546

4,649

―

―

《その他の効果》

①走行快適性の向上
・住民・主要観光地従業員のうち、８割が「運転負担が改善された」と
回答している。（別紙：ｸﾞﾗﾌ-15）

②歩行者の安全確保
・住民・主要観光地従業員のうち、８割が「現道の通過交通が減少し、
歩行者の安全性が改善された」と回答している。（別紙：ｸﾞﾗﾌ-14）
・救急隊員・主要診療所職員・運送業者のうち８割が「歩行者の飛び
出しなどを気にする必要がなくなり運転の負担が改善した」と回答し
ている。（ｸﾞﾗﾌ-4→）

③救急医療への貢献
・救急隊員・主要診療所職員のうち、８割が「搬送者や患者の負担が
改善された」と回答している。（別紙：ｸﾞﾗﾌ-18）

4,414

6,562

5,437

12,750

事後評価時（平成24年）再評価時（平成17年）事前評価時（　　年）

費用対効果分析
の算定基礎と
なった要因の変
化

・総事業費が増加した要因は、社会情勢変化による建設資材等の単価増及び施工数量の精査による。
・将来交通量伸び率の見直しによる下方修正（計画交通量：3,196台→3,125台）
・車種別時間価値原単位の下方修正（費用便益マニュアルの改正）
・県独自の費用便益分析実施要綱の導入（冬期便益、防災便益、地域修正係数等の導入）

（２／３）

２　事業完了後の状況 整理番号 Ｈ24 － 3

社会経済情勢等
の変化

・当該工区の延伸となる追良瀬Ⅱ期バイパスが現在事業中である。
・【今後の整備について】に関するアンケート結果では８割が「バイパスの延伸整備が必要」と回答している。(別紙：ｸﾞﾗ
ﾌ-13）。具体的な理由としては現道の越波回避、現道の急カーブ・急勾配・幅員狭小区間の解消、リダンダンシーの確
保などがあげられる。

①走行時間短縮（ｸﾞﾗﾌ-1）　　　　 　　　②走行経費減少　　　　　　　　　　　　　　　③交通事故減少（ｸﾞﾗﾌ-2）
・走行時間短縮便益　約５３億円　　　　　・走行経費減少便益　約４億円　　　　　　・事故減少便益　約６千万円

④冬期間の走行速度向上（ｸﾞﾗﾌ-3）　　⑤大型車すれ違い困難区間の解消
・冬期便益　約１２億円　　　　　　　　　　　・防災便益　約１５億円

　

ｸﾞﾗﾌ-1
通常期の走行速度の変化

ｸﾞﾗﾌ-4
運転の負担が改善したかどうか

ｸﾞﾗﾌ-2
事故発生件数の変化

ｸﾞﾗﾌ-3
冬期の走行速度の変化



３　まとめ

《同種事業の計画・調査の在り方》

《事業評価手法の見直し》

《同種事業の内容・手法等の在り方》

今後に向けた
留意点

「今後の整備」に関するアンケート結果では、８割が「バイパスの延伸整備が必要」と回答していることから、現在事業中
である追良瀬Ⅱ期工区の早期完成に努めるとともに、近年の財政状況に応じた今後の青森県西海岸部の道路計画を
策定していく必要がある。

特記事項

（３／３）

整理番号 Ｈ24 － 3

改善措置の必要
性

・【改善点】に関するアンケート結果では、「改善点がある」と回答した方は２割である。主な改善内容としては、「冬期の
橋梁の凍結防止・強風対策」、「現道取り付け部の改良」、「街灯設置」などであった。（別紙：ｸﾞﾗﾌ-11）

再度の事後評価
の必要性

・「事業効果の発現状況」にあるとおり、全体として事業目的は達成されているものと判断し、再度の事後評価は必要な
いものと考える。




